
事業計画等（当該営業所に係るもの。県外本社の場合、3及び4は除く）

備考

許認可関係及び届書類関係綴

営業許可を申請した時の書類⼀式、または

それ以降に変更した⼿続した書類を⼀式準備しましょう

登記簿謄本

法⼈の登記簿謄本は、正式には登記事項証明書です。

事業実績報告書の控   ※法に基づく報告事項確認

毎事業年度の経過後（決算⽉終了後）１００⽇以内に、当該事業年度に係る

事業報告書を、以下の様式等により管轄の運輸⽀局へ提出する必要があります。

事業報告書の控   ※法に基づく報告事項確認

毎年４⽉１⽇から３⽉３１⽇までの期間に係るものを⼀定の様式等により、

７⽉１０⽇までに管轄の運輸⽀局へ提出する必要があります。

⾃動⾞事故報告書の控え・事故記録簿  （軽微な事故等）

重⼤事故が発⽣した場合は、⾃動⾞事故報告書を運輸⽀局⻑を経由して国⼟交通⼤

⾂に30⽇以内に提出しなければいけません。事故報告書は指定の様式によりま

す。また、事故記録簿（軽微な事故等）は⾃社の事故報告書をまとめている必要が

あります


